
令 和 ６ 年 ４ 月 ３ 日 

福島県土木部技術管理課 

お知らせ 
（レディーミクストコンクリートの適切な規格の選定について） 

受注業者の皆様へ 

福島県土木部が発注する全ての工事においては土木工事共通仕様書の規定により、無

筋コンクリートや鉄筋コンクリートの構造物の種類に応じた標準仕様基準により予定価

格を算出することとしています。 

なお、現場状況において使用したい生コンの規格に合致しない場合は、下記のとおり

取り扱うことが可能ですので、お知らせします。 

記 

１ 標準仕様基準の変更 

別紙「生コンクリートの仕様の決定について」を参考に、適宜、生コンプラント毎に

供給可能な仕様規格に変更が可能です。 

・当初積算に採用した生コン規格は、発注者との協議により柔軟に規格変更が可能で

す。 

・規格変更の理由は、施工方法等の変更であることから、工事請負契約約款第１８条

の条件の変更に該当します。 

・規格変更の協議について、経済比較が困難な場合が想定されることから、施工上で

やむを得ない理由を整理するなど根拠資料の充実に努めてください。 

２ 竣工検査 

竣工検査に必要な圧縮強度試験などの品質管理項目は不適合とならないように施工管

理を行ってください。 

（事務担当 基準管理担当 ０２４－５２１－７４６１） 



■基本的な配合は、標準仕様基準（共通仕様書Ⅲ編）によるものだが生コンプラント毎に材料の調達条件は異なる
（プラントで使用する骨材は地域毎に供給される条件が異なる場合もある）

全てのプラント、全ての工事で同じ配合設計になることはない。

■コンクリートは、所定の強度やワーカビリティを確保しながら配合設計を行うもの。

■発注時の仕様と異なる生コンクリートを使用する場合は、受発注者協議により決定する。
発注者は、協議結果により、適切に設計変更を行う。
＜協議時のポイント＞
・対象構造物に対して適切な配合か（強度不足とならないか、各種品質基準を満足しているか）
・打設時期 等

生コンクリートの仕様の決定について

例）仕様で定める水セメント比を確保し、プラント状況により強度を高めて出荷
当初仕様：無筋Co 18-8-40-60％ → プラント状況により 21-12-40-60％や21-8-40-60％

生コンの仕様を柔軟に変更することが出来る。

別紙
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